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(57)【要約】
　脊椎ロッド連結システムは、連結機構（２８）によっ
て互いに端部同士が解除可能に係合する、脊柱に取り付
けるための第１のロッド（１２）および頭蓋骨に取り付
けるための第２のロッド（３０）を含み、第１および第
２のロッドのそれぞれの長手方向軸間の角度が可変であ
る。別の実施形態では、連結機構は第１および第２のロ
ッドのそれぞれの長手方向軸が互いに対してある角度を
なす。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　脊椎ロッド連結システムにおいて、
　脊柱に取り付けるための細長い第１のロッドであって、当該第１のロッドは、第１の端
部および反対側の第２の端部の間を長手方向軸に沿って延び、前記第１のロッドは、前記
第１の端部に第１の特徴部および第１の連結部材を有する、第１のロッドと、
　頭蓋骨に取り付けるための細長い第２のロッドであって、当該第２のロッドは、第１の
端部および反対側の第２の端部の間を長手方向軸に沿って延び、前記第２のロッドは、前
記第１の端部に第２の特徴部および第２の連結部材を有する、第２のロッドと、
　前記第１の連結部材および前記第２の連結部材の端部同士を解除可能に連結するための
連結機構とを含んでおり、前記第１および第２のロッドのそれぞれの前記長手方向軸が、
互いに対して所定の角度をなす、システム。
【請求項２】
　前記連結機構が、前記第１および第２のロッドを互いに対して、軸方向およびねじれ方
向で束縛する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１および第２の特徴部が、それぞれ前記第１および第２のロッド部分のそれぞれ
の直径を含み、前記第１の直径が前記第２の直径より大きい、請求項１に記載のシステム
。
【請求項４】
　前記第１および第２の特徴部が、それぞれ前記第１および第２のロッド部分のそれぞれ
の直径を含み、前記第２の直径が前記第１の直径より大きい、請求項１に記載のシステム
。
【請求項５】
　前記連結機構が、第１の端部および反対側の第２の端部を含み、前記第１の端部は第１
の連結本体を含み、前記第２の端部は第２の連結本体を含む、請求項１に記載のシステム
。
【請求項６】
　前記第１の連結部材が、前記第１の連結本体に解除可能に係合可能であり、前記第２の
連結部材が、前記第２の連結本体に解除可能に係合可能である、請求項５に記載のシステ
ム。
【請求項７】
　前記第１の連結本体は雌ねじが形成される第１の穴を含み、当該第１の穴と解除可能に
係合するために、前記第１の連結部材は雄ねじが形成されており、前記第２の連結本体は
雌ねじが形成される第１の穴を含み、当該第１の穴と解除可能に係合するために、前記第
２の連結部材は雄ねじが形成される、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１および第２の連結部材は、前記連結部材に沿って延びる平坦面の部分によって
中断される雄ねじパターンを含む、請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記平坦面はねじ形成部を欠く、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１および第２の連結本体の少なくとも一方が、前記第１の穴を横切る向きで交差
する第２の穴を含み、当該第２の穴は、雄ねじが形成される止めねじに係合するために、
雌ねじを含んでおり、前記連結部材が前記第１の穴に係合するときに、前記連結部材が前
記第１の穴内で回転することを防ぐように、前記止めねじが前記連結部材の前記平坦面に
係合して配置可能である、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記第２の穴が前記第１の穴と直交する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
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　脊椎ロッド連結システムにおいて、
　脊柱に取り付けるための細長い第１のロッドであって、当該第１のロッドは、第１の端
部および反対側の第２の端部の間を長手方向軸に沿って延び、前記第１のロッドは、前記
第１の端部に第１の特徴部および第１の連結部材を有する、第１のロッドと、
　頭蓋骨に取り付けるための細長い第２のロッドであって、当該第２のロッドは、第１の
端部および反対側の第２の端部の間を長手方向軸に沿って延び、前記第２のロッドは、前
記第１の端部に第２の特徴部および第２の連結部材を有する、第２のロッドと、
　前記第１の連結部材および前記第２の連結部材の端部同士を解除可能に連結するための
連結機構とを含んでおり、前記第１および第２のロッドのそれぞれの前記長手方向軸の間
で、角度を一時的に変化することができて、その後固定することにより、前記連結機構は
、前記第１および第２のロッドを互いに対して、軸方向およびねじれ方向で束縛する、シ
ステム。
【請求項１３】
　前記第１および第２の特徴部が、それぞれ前記第１および第２のロッド部分のそれぞれ
の直径を含み、前記第１の直径が前記第２の直径より大きい、請求項１２に記載のシステ
ム。
【請求項１４】
　前記第１および第２の特徴部が、それぞれ前記第１および第２のロッド部分のそれぞれ
の直径を含み、前記第２の直径が前記第１の直径より大きい、請求項１２に記載のシステ
ム。
【請求項１５】
　前記連結機構が、第１の端部および反対側の第２の端部の間の連接接続具を含み、前記
第１の端部は第１の連結本体を含み、前記第２の端部は第２の連結本体を含む、請求項１
２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第１の連結部材が、前記第１の連結本体に解除可能に係合可能であり、前記第２の
連結部材が、前記第２の連結本体に解除可能に係合可能である、請求項１５に記載のシス
テム。
【請求項１７】
　前記第１の連結本体は、雌ねじが形成される第１の穴を含み、当該第１の穴と解除可能
に係合するために、前記第１の連結部材は雄ねじが形成されており、前記第２の連結本体
は雌ねじが形成される第１の穴を含み、当該第１の穴と解除可能に係合するために、前記
第２の連結部材は雄ねじが形成される、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記第１および第２の連結部材は、前記連結部材に沿って延びる平坦面の部分によって
中断される雄ねじパターンを含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記平坦面はねじ形成部を欠く、請求項１８に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記第１および第２の連結本体の少なくとも一方が、前記第１の穴を横切る向きで交差
する第２の穴を含み、当該第２の穴は、雄ねじが形成される止めねじに係合するために、
雌ねじを含んでおり、前記連結部材が前記第１の穴に係合するときに、前記連結部材が前
記第１の穴内で回転することを防ぐように、前記止めねじが前記連結部材の前記平坦面に
係合して配置可能である、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第２の穴が前記第１の穴と直交する、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記連接接続具は、
　前記第１の連結本体に連結される第１の延在部分であって、当該第１の延在部分は、前
記第１のロッドの軸に平行である接触面を含んでおり、前記第１の延在部分は、前記接触
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面に直角な穴を含む、第１の延在部分と、
　前記第２の連結本体に連結される第２の延在部分であって、当該第２の延在部分は、前
記第２のロッドの軸に平行である接触面を含んでおり、前記第２の延在部分は、雌ねじが
形成される穴を含み、当該穴は前記接触面に直角である、第２の延在部分と、
　雄ねじ形成部分を含む締結具であって、前記雄ねじ形成部分は、前記第１の延在部分の
穴を通って挿入され、且つ前記第２の延在部分の穴に解除可能に係合するためである、締
結具とを含んでおり、前記第１の延在部分の前記接触面および前記第２の延在部分の前記
接触面は、互いに係合して、互いに対して連接することが防がれる、請求項１５に記載の
システム。
【請求項２３】
　前記接触面の少なくとも１つが動作防止装置を含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記動作防止装置がスプラインを含む、請求項２３に記載のシステム。
【請求項２５】
　頭蓋骨に延びる脊椎ロッドシステムを組み立てるための方法であって、
　第１の端部と反対側の第２の端部の間を長手方向軸に沿って延び、前記第１の端部に第
１の特徴部および第１の連結部材を有する、脊柱に取り付けるための細長い第１のロッド
を設けるステップと、
　第１の端部と反対側の第２の端部の間を長手方向軸に沿って延び、前記第１の端部に第
２の特徴部および第２の連結部材を有する、頭蓋骨に取り付けるための細長い第２のロッ
ドを設けるステップと、
　前記第１の連結部材および前記第２の連結部材の端部同士を解除可能に連結するための
連結機構を設けるステップとを含んでおり、前記第１および第２のロッドのそれぞれの前
記長手方向軸が、互いに対して所定の角度をなす、方法。
【請求項２６】
　前記連結機構が、前記第１および第２のロッドを互いに対して軸方向およびねじれ方向
で束縛する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記角度を一時的に変化させ、その後固定して、前記連結機構が前記第１および第２の
ロッドを互いに対して、軸方向およびねじれ方向で束縛する、請求項２５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　脊椎は、その負荷および支持能力を損なう様々な病変の影響を受けやすい。脊椎のその
ような病変には、例えば、変性疾患、腫瘍の影響、および、もちろん身体の創傷を原因と
する骨折および転位がある。脊椎の可動区分（２つ以上の隣接する椎骨および椎間板組織
またはそれらの間の椎間板腔を含む）に影響する、特に椎間板組織に影響する、疾患、変
形または損傷の治療では、長い間、変性、破損またはその他の損傷した椎間板の一部また
は全部を取り除くことが知られてきた。椎間板物質を取り除いた後、人工椎間板、固定イ
ンプラント、または他の椎体間装置を椎間板腔に配置することができることも知られてい
る。脊椎区分を単独で、または椎体間装置とともに外部固定することによっても、利益が
得られる。脊柱の異常な湾曲および配列を矯正する際、および他の病状を治療するために
、脊椎可動区分の安定および固定には細長い剛性プレート、ロッドおよび他の外部固定装
置が有益であった。
【０００２】
　頭蓋骨の基部に延びる脊椎ロッドの固定術では、外科医はロッドを後頭部および軸椎下
の角度に合わせて形成する。ロッドを曲げることによって、ロッドに応力がかかり、材料
の疲労強度が低下する。さらに、これらのロッドシステムおよび患者の体内構造の形状的
および寸法的な特徴によって、外科医は手術中に制約を受け、脊柱および後頭部に沿った
最適な配置および取付けを妨げられる。例えば、細長い１部品型ロッドを頚椎の上端と頭
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蓋骨の後頭部骨の間の位置内へと曲げ、取り扱うことは困難な場合があり、外科医が手術
中に配置するロッドシステムの大きさの調整および選択には、限られた選択肢しかない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　一態様では、脊柱に取り付けるための第１の細長いロッドを有する脊椎ロッド連結シス
テムが提供される。第１のロッドは、連結部材の第１の端部と反対側の第２の端部の間を
長手方向軸に沿って延びる。システムはさらに頭蓋骨に取り付けるための第２の細長いロ
ッドを含む。同様に、第２のロッドも、連結部材の第１の端部と反対側の第２の端部の間
を長手方向軸に沿って延びる。システムはさらに、第１のロッドの連結部材および第２の
ロッドの連結部材の端部同士を解除可能に連結するための連結機構を含み、第１および第
２のロッドのそれぞれの長手方向軸が互いに対してある角度をなす。
【０００４】
　別の態様では、脊柱に取り付けるための第１の細長いロッドを有する脊椎ロッド連結シ
ステムが提供される。第１のロッドは、連結部材の第１の端部と反対側の第２の端部の間
を長手方向軸に沿って延びる。システムはさらに頭蓋骨に取り付けるための第２の細長い
ロッドを含む。同様に、第２のロッドも、連結部材の第１の端部と反対側の第２の端部の
間を長手方向軸に沿って延びる。システムはさらに、第１のロッドの連結部材および第２
のロッドの連結部材の端部同士を解除可能に連結するための連結機構を含み、それぞれの
ロッドの長手方向軸間の角度が一時的に変化し、その後固定され、連結機構がロッドを軸
方向およびねじれ方向に互いに対して束縛する。
【０００５】
　別の態様では、頭蓋骨に延びる脊椎ロッドシステムを組み立てる方法が提供される。こ
の方法は、連結部材の第１の端部と反対側の第２の端部の間を長手方向軸に沿って延びる
第１のロッドを含む。この方法はさらに頭蓋骨に取り付けるための第２の細長いロッドを
含む。同様に、第２のロッドも、連結部材の第１の端部と反対側の第２の端部の間を長手
方向軸に沿って延びる。方法はさらに、第１の連結部材および第２の連結部材の端部同士
を解除可能に連結するための連結機構を設けるステップを含み、第１および第２のロッド
のそれぞれの長手方向軸が互いに対してある角度をなしている。この方法はさらに、角度
を一時的に変化させ、その後固定するステップを含むことができ、連結機構が第１および
第２のロッドを互いに対して軸方向およびねじれ方向で束縛する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の原理を理解しやすくするために、図面に示された実施形態を参照し、それを説
明するために特定の用語を使用する。しかしながら、本発明の範囲が制限されるものでは
ないことを理解されたい。本発明に関連する当業者であれば一般に想起するように、本願
明細書に図示されている、例示された装置の改変および他の修正、および本発明の原理の
他の適用は企図されている。
【０００７】
　図１には、第１のロッド１２および第２のロッド３０を含む脊椎ロッド連結システム１
０が示されている。第１のロッド１２および第２のロッド３０は、連結機構２８を使用し
て、端部同士が互いに解除可能に連結されている。連結機構２８は、後頭部と軸椎下（脊
柱の軸下（ｓｕｂ－ａｘｉａｌ　ｓｐｉｎｅ））の角度に一致させるためにロッド軸間の
必要な角度測定を行いながら、ロッド１２、３０の端部同士を互いに固定するように構成
されている。これにより、ロッドシステムの周囲の組織に対する連結機構の接触面積また
は侵入性が最小限に抑えられ、後頭部と軸椎下の角度に一致させるために各ロッドを形成
する量が低減され、またはなくなる場合もある。
【０００８】
　第１のロッド１２は、ロッド部分１４およびロッド部分１４の一端に連結部材１６を含
む。第２のロッド３０は、ロッド部分３２およびロッド部分３２の一端に連結部材１６を
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含む。連結部材２８は、ロッド部分２９およびその一方の端部に連結本体３４を含む。ロ
ッド部分２９はどのような形状とすることもでき、どのような数の角度または構成で構成
することもできる。ロッド部分１４、３２は、プレート、フック、スクリュー、ボルト、
多軸スクリュー、ステープル、ケーブルまたはワイヤ、縫合糸、クランプ、および／また
は他の取付け装置およびシステムで、脊柱システムの椎骨または頭蓋骨の後頭部に固定す
ることができる。
【０００９】
　第１のロッド部分１４は第２のロッド部分３２の特徴部と異なる特徴部を備えることが
できる。連結機構２８によって、異なる特徴部のロッドの端部同士を互いに固定してロッ
ドシステムを体内構造、手術条件、手術方法に適合させることができる。一実施形態では
、特徴部はロッド部分１４、３２の断面寸法を含む。他の実施形態には、例えば、長さ、
輪郭、可撓性、表面特徴、形状、断面計数、弾性、材料特性、および被覆などを含む特徴
の１つまたは組み合わせを含むロッド部分の選択および組立体の選択基準が企図されてい
る。
【００１０】
　図１～図２に示すように、ロッド部分１４は長手方向軸１１に沿って伸び、向かい合う
側面の間で長手方向軸１１を横断する第１の断面寸法２２を含む。同様に、ロッド部分３
２は長手方向軸８に沿って伸び、向かい合う側面の間で長手方向軸８を横断する第２の断
面寸法４０を含む。断面寸法２２は、円柱状のロッド部分３２の断面寸法４０に対応する
直径より小径、大径、または同じとすることができる、円柱状のロッド部分１４の直径に
対応する。１つの特定の適用では、第１のロッド部分１４の直径は頚椎領域など脊椎の第
１の部分に沿って延びるサイズであり、第２のロッド部分３２の直径は頭蓋骨領域まで延
びるサイズである。図２に示すように、軸１１は軸８から角度６の位置にある。
【００１１】
　連結部材１６は、ロッド部分１４または３２からねじ形成されていない端部部材２０へ
と延びるねじ形成された外面を含む。連結部材１６は、図１にも示すように、少なくとも
１つの側面に沿って接触部分１８をさらに含む。接触部分１８は、連結部材１６に沿って
延びる平坦面をもたらすカットアウトによって形成することができる。接触部分１８はま
た、凹面、凸面、容器（レセプタクル）、または係合部材に接触する他の適切な構成も含
むことができる。連結部材１６のねじ形成パターンはその完全な周囲を、接触部分１８の
向かい合う端部の間で延びる。他の実施形態では、詳細は後述するが、係合部材４２のた
めの複数の係合位置を形成するように複数の接触部分が連結部材１６に沿って設けられて
いることも企図されている。
【００１２】
　連結本体３４は、連結部材１６が解除可能に係合することができるフランジまたはハブ
を形成するようにロッド部分２９に対して拡大することができる。図示された実施形態で
は、連結本体３４は立方体のブロックであるが、長方形または円柱形の形状など他の形状
も企図されている。連結本体３４は、連結本体３４の一端でロット部分２９から外向きに
開口する、内側に形成された第１の穴３６を含む。連結本体３４は、第１の穴３６を横切
って延びる第２の穴３８をさらに含む。さらに図１に示すように、第２の穴３８は係合部
材を受けるために雌ねじを形成することができる。第２の穴３８はまた、第１の穴３６に
直交することができるが、他の向きもまた企図されている。
【００１３】
　図２に示すように、ロッド１２、３０を連結機構２８に組み付け、それにより連結部材
１６を穴３６に受け、連結本体３４にねじ込み係合することによって軸方向で束縛するこ
とができる。端部部材２０によって、連結部材１６を穴３６内で配置および整列すること
が容易になり、連結部材１６が連結本体３４と斜めにねじ止めされる可能性が回避され、
または低減される。ロッド１２、３０間の軸方向の負荷は、連結機構２８がロッド１２、
３０に係合することによって受けられる。したがって、ロッド１２、３０は連結機構２８
によって端部同士が互いに連結されるので、ロッドシステム１０の構成部品のねじれ負荷
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は最小限に抑えられる。さらに連結機構２８は、図２に示すように、ロッド１０が組み立
てられるとき、ロッド１２の軸１１がロッド３０の軸８から角度６の位置にあるような形
状とすることができる。角度６は後頭部と軸椎下の角度と一致させることができる。
【００１４】
　ロッド１２または３０が連結機構２８から外れないように、係合部材４２を第２の穴３
８に配置可能であり、連結部材１６に係合可能である。一実施形態では、連結部材１６の
接触部分１８は第２の穴３８の方向に向けられており、係合部材４２は第２の穴３８に係
合可能な雄ねじを形成した止めねじ４４である。止めねじ４４を第２の穴３８へと送り込
むことができるように、六角ドライバーなどの工具と係合するための工具係合陥凹部４６
が設けられている。端部４８が接触部分１８と接触するように止めねじ４４を第２の穴３
８へと送り込み、連結部材１６が連結本体３４内で回転することを防ぎ、ロッド１２、３
０間でのねじれ負荷に抵抗する。
【００１５】
　他の実施形態では、連結機構２８の他の配置も企図されている。例えば、係合部材４２
は連結部材１６の穴または凹部で受け入れられるピンとすることができる。連結本体３４
はロッド部分３２の端部で回転可能に捕捉されるナットとすることができる。連結本体３
４は差し込み固定タイプの装置、または連結本体３４内の戻り止めで受けられる連結部材
１６のばね付勢されたボールプランジャを含むことができる。別の実施形態では、連結本
体３４は係合部材のための第２の穴を含まず、連結部材１６はその周りを完全にねじ形成
することができる。連結本体３４内でこのタイプの連結部材１６をねじれ方向で束縛する
ために、連結部材１６に固定ねじ形成部を備えることができる。別の実施形態では、単純
なねじ形成係合が設けられ、ロッド１２、３０が脊柱または頭蓋骨に係合することによっ
て、ロッド１２、３０の相対回転を阻止する。
【００１６】
　図３～図４では、脊椎ロッド連結システム１１０の別の実施形態が示されている。この
実施形態の多くの要素は上述の実施形態で見られる要素と同一であり、ここでは繰り返さ
ない。第１のロッド１２および第２のロッド３０は、連結機構１２８を使用して端部同士
を接して互いに解除可能に連結されている。連結機構１２８は、後頭部と軸椎下の角度に
一致させるためにロッド軸間の必要な角度測定を行いながら、ロッド１２、３０が互いに
端部同士を接して固定されるように構成されている。この実施形態では、連結機構１２８
は互いに直接連結される連結本体３４を含む。この実施形態はさらに、上述のすべての特
徴および実施形態と同じ特徴をもたらしながら、ロッドシステムを取り囲む組織内への連
結機構の接触面積または侵入性を最小化する。
【００１７】
　さらに連結機構１２８は、図４に示すように、ロッドシステム１１０が組み立てられる
とき、ロッド１２の軸１１１がロッド３０の軸１１８から角度１１６の位置にあるような
形状とすることができる。角度１１６は後頭部と軸椎下の角度と一致させることができる
。
【００１８】
　図５～図６では、脊椎ロッド連結システム２１０の別の実施形態が示されている。この
実施形態の多くの要素は上述の実施形態で見られる要素と同一であり、ここでは繰り返さ
ない。第１のロッド１２および第２のロッド３０は、連結機構２２８を使用して端部同士
を接して互いに解除可能に連結されている。連結機構２２８は、後頭部と軸椎下の角度に
一致させるためにロッド軸間の必要な角度測定を行いながら、ロッド１２、３０が互いに
端部同士を接して固定されるように構成されている。この実施形態では、連結機構２２８
はその一方の端部に連接接続具（関節コネクタ）２０５および連結本体３４を含む。この
実施形態は、上述のすべての特徴および実施形態と同じ特徴をもたらしながら、後頭部と
軸椎下の角度に一致させるように、外科医がロッドの軸間で必要な角度を設定し固定する
ことができる連接接続具２０５を含む。
【００１９】
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　図５では、第１の穴３６の反対側の連結本体３４の端部にそれぞれ位置する延在部分２
７０、２７１を含む連接接続具２０５が示されている。延在部分２７０は、平坦で軸２１
８に平行な接触面２０２を有する。延在部分２７１は、平坦で軸２１１に平行な接触面２
０３を有する。
【００２０】
　連接接続具２０５は、整列された穴２０４、２０６を通って延在可能な締結具２９０を
さらに含む。整列された穴２０４は延在部分２７０を通って延び、その軸は接触面２０２
に対して直角である。整列された穴２０６は延在部分２７１を通って延び、その軸は接触
面２０３に対して直角である。
【００２１】
　締結具２９０は穴２０４を通って配置可能であり、延在部分２７１の穴２０６に係合可
能であり、接触面２０２および２０３が互いに対して動かないようにする。一実施形態で
は、締結具２９０は、雌ねじを有する穴２０６に係合可能な雄ねじ部分２９１を有する。
止めねじ２９０を穴２０６へと送り込むことができるように、六角ドライバーなどの工具
と係合するための工具係合陥凹部２４６が設けられている。端部２９２が延在部分２７０
と接触し、接触面２０２および２０３が互いに接触し、互いに対して動くことを防ぎ、連
結本体３４間のねじれ負荷に抵抗するように、締結具２９０を穴２０６内部へと送り込む
。接触面２０２、２０３の一方または両方は、接触面が互いに対して動かないことを補助
するように、歯、スプライン、カム、粗面部分または他の動作防止装置を含むことができ
る。
【００２２】
　図６に示すように、脊椎ロッド連結システム２１０は、ロッド１２の軸２１１がロッド
３０の軸２１８から角度２１６の位置になるように組み立てることができる。締結具２９
０を締結する前に、後頭部と軸椎下の角度と一致させるように、角度２１６を選択するこ
とができる。締結具２９０は締結後であっても、別の角度２１６を選択し締結具２９０を
締結し直すことができるように緩めることができる。
【００２３】
　図７～図８では、脊椎ロッド連結システム３１０の別の実施形態が示されている。この
実施形態の多くの要素は上述の実施形態で見られる要素と同一であり、ここでは繰り返さ
ない。第１のロッド１２および第２のロッド３０は、連結機構３２８を使用して端部同士
を接して互いに解除可能に連結されている。連結機構３２８は、後頭部と軸椎下の角度に
一致させるためにロッド軸間の必要な角度測定を行いながら、ロッド１２、３０が互いに
端部同士を接して固定されるように構成されている。この実施形態では、連結機構３２８
はその一方の端部に連接接続具３０５および連結本体３４を含む。この実施形態は、上述
のすべての特徴および実施形態と同じ特徴をもたらしながら、後頭部と軸椎下の角度に一
致させるように、外科医がロッドの軸間で必要な角度を設定し固定することができる連接
接続具３０５を含む。
【００２４】
　図７～図８では、この図には示されていないが、第１の穴３６の反対側の連結本体３４
の端部にそれぞれ位置する延在部分３７０、３７１を含む連接接続具３０５が示されてい
る。延在部分３７０は、平坦で軸３１８に平行な接触面２０２を有する。延在部分３７１
は、平坦で軸３１１に平行な接触面２０３を有する。延在部分３７０は、穴３０４の軸が
軸３１８からオフセットされている形状である。延在部分３７１は、穴３０６の軸が軸３
１１からオフセットされている形状である。この実施形態はさらに、上述の実施形態のす
べての特徴をもたらしながら、連結機構、より詳細には連接接続具の、脊柱、頭蓋骨基部
および周辺組織への接地面積および侵入性を最小限にする。
【００２５】
　以上、本発明を図面および上記の説明で詳細に図示および説明したが、これは例示的な
ものであり、特性を制限するものではないとみなされるべきである。本発明の精神の範囲
内で想起されるすべての改変および修正は保護されることが望まれる。
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【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】脊椎ロッド連結システムの一実施形態の分解斜視図である。
【図２】組み立てられた図１の脊椎ロッド連結システムの側面図である。
【図３】脊椎ロッド連結システムの別の実施形態の分解斜視図である。
【図４】組み立てられた図３の脊椎ロッド連結システムの側面図である。
【図５】脊椎ロッド連結システムの別の実施形態の分解斜視図である。
【図６】組み立てられた図５の脊椎ロッド連結システムの側面図である。
【図７】脊椎ロッド連結システムの別の実施形態の分解斜視図である。
【図８】組み立てられた図７の脊椎ロッド連結システムの側面図である。

【図１】 【図２】



(10) JP 2008-538088 A 2008.10.9

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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